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一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

本 社  ● 〒５０１-６０６５ 岐阜県羽島郡笠松町門間２２８８-１ 
TEL０５８-３３８-２３６６㈹　FAX０５８-３８８-２３６７ 

 
 
【日　　時】 
 
【場　　所】 
 
 
 
【問 合 先】 

使用済みの食用油の回収 
環境経済課 

　ご家庭で使用済みの食用油の回収をボランティ
ア団体のご協力で実施しますので、ご利用ください。 

１２月１６日（月） 
午前９時３０分～１１時３０分 
役場、中央公民館、松枝公民館、 
下羽栗会館 

※新聞紙、牛乳パック、ダンボール、アルミ缶も同
時に回収します。 

環境経済課 

お知らせ
 

 
 
【日　　時】 
【場　　所】 
【問 合 先】 

公開読書 
町読書サークル協議会 

　妹尾河童著「少年H（上・下）」の公開読書を
開催します。 

１２月２１日（土） 午後１時３０分～ 
中央公民館３の２ 
読書サークル協議会会長　長野恒美 
蕁０９０‐６０９１‐９４０２ 

お知らせ
 

 
 
 
 
 
 
【問 合 先】 

町県民税の特別徴収（給与天引き） 
税務課 

　給与所得者にかかる町県民税は、特別な事
情がない限り、給与支払者（特別徴収義務者）が
所得税の源泉徴収と同じように給与から天引き
して納入することと地方税法で定められています。 
　特別徴収義務者の皆さんは、制度をご理解のう
え、特別徴収への切り替えにご協力をお願いします。 

税務課 

　これまで個人の白色申告者のうち、前々年分
あるいは前年分の事業所得、不動産所得また
は山林所得の合計額が３００万円を超える方が
対象とされていた記帳と帳簿書類の保存制度
は、平成２６年１月から所得の合計額にかかわ
らず、これらの所得を生ずべき業務を行うすべ
ての方が対象となります。 
　なお、この記帳と帳簿書類の保存制度は、所
得税の申告が必要のない方も対象となります。 
【帳簿書類の保存期間】 

　国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp） 
【問 合 先】岐阜南税務署蕁２７１‐７１１１ 

　両親が共働きの家庭やひとり親家庭のお子さ
んが、急に体調が悪くなったときや病気になった
ときに、保育と看護を行う病児保育を岐阜市・羽
島市・各務原市・岐南町と提携を結び、実施して
います。 
　利用を希望される方は、施設へ直接お問い合
わせください。 
岐阜市 
・福富医院『すずらん』 蕁２３８‐８５５５ 
　（岐阜市安食１２２８） 
・河村医院『クララ』 蕁２４１‐３３１１ 
　（岐阜市芥見大般若１‐８４） 
・小牧内科クリニック『ピノキオ』 蕁２５３‐７７１７ 
　（岐阜市昭和町２‐１１） 
・山田病院『ミッキー』 蕁２５５‐１２２１ 
　（岐阜市寺田７‐１１０） 
・矢嶋小児科分院『うりぼう』 蕁２１４‐７０７７ 
　（岐阜市日野南７‐１‐１７） 
羽島市 
・病児保育室『かみなりくん』 蕁３９４‐０１１２ 
　（羽島市正木町坂丸２‐９５） 
各務原市 
・東海中央病院『こあら』 蕁３２２‐３５６７ 
　（各務原市蘇原東島町４‐６‐２） 
岐南町 
・『岐南さくら保育園』 蕁２７１‐４４２４ 
　（岐南町みやまち４‐９６） 

病児保育の利用 
子育て支援センター 

お知らせ
 

保存が必要なもの 保存期間 
収入金額や必要経費を記載した帳簿（法定帳簿） 
業務に関して作成した上記以外の帳簿（任意帳簿） 
決算に関して作成した棚卸表その他の書類 
業務に関して作成し、または受領した請求書、納
品書、送り状、領収書などの書類 

7年 
5年 

5年 

帳
簿 

書
類 

1月から記帳・帳簿などの保存制度 
の対象者が拡大されます 

税務署からのお知らせ 

お願い
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